
103,636 千円

681,452 千円

国県支出金 地方債 その他
地方消費税

交付金
（社会保障財源化分）

その他

障害者福祉事業 239,000 175,605 0 0 19,104 44,291

高齢者福祉事業 484 0 0 0 146 338

児童福祉事業 89,460 78,876 0 0 3,189 7,395

母子福祉事業 708 0 0 0 213 495

小　計 329,652 254,481 0 0 22,652 52,519

国民健康保険事業 27,259 19,844 0 0 2,235 5,180

介護保険事業 123,366 4,696 0 0 35,762 82,908

後期高齢者医療事業 136,175 24,885 0 0 33,538 77,752

小　計 286,800 49,425 0 0 71,535 165,840

福祉医療事業 65,000 22,644 11,000 0 9,449 21,907

小　計 65,000 22,644 11,000 0 9,449 21,907

681,452 326,550 11,000 0 103,636 240,266

保
健
衛
生

経費

財源内訳

特定財源 一般財源

令和8年度　関ケ原町一般会計予算における

地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障施策に要する経費について

（歳入）

              地方消費税交付金（社会保障財源化分）の予定収入額

　平成26年4月1日より消費税率（国・地方）が5％から8％へ引き上げられ、また令和元年10月1日からは8％から10％
に引き上げられたことに伴い、地方消費税交付金の増収分については、その使途を明確化し、社会保障施策に要
する経費（人件費以外）に充てるものとされています。

社
会
保
険

社
会
福
祉

（歳出）

              社会保障施策に要する経費

 【社会保障施策に要する経費】 単位：千円

事業名

合　　　　　計

※各事業区分における一般財源額の比率に応じて、地方消費税交付金（社会保障財源化分）を按分し充当してい
ます。


